
特殊車両・不正改造車両等の合同取締り結果

道路を安全に利用していただくには、ルールを守り、保安基準に適合した車両に
よる適切な運行を心がけなければなりません。

今後も引き続き、ルールや基準等を理解していただけるよう呼び掛けてまいります。

取締り日時：令和７年１１月７日（金） １４時～１６時

取締り場所及び結果

・国道１７号 堀之内除雪ステーション（新潟県魚沼市新道島地先）
取締り実施台数：２台（４台）
※道路法及び道路交通法によるものについてはトラクタ及びトレーラの連結した状態を１台とし

て扱っておりますが、道路運送車両法によるものについてはそれぞれの台数としております。

＜違反指導の内訳＞
道路法違反
・警告（無許可）：１台

道路運送車両法違反
・整備命令： ３台（内:整備不良２台、不正改造１台）
車輪脱落事故防止を目的としたホイール・ナット締付確認 ４台

※１台、増し締めを実施しました。

道路交通法違反
・過積載： ０台

合同取締り実施結果

ほりのうち うおぬま しんどうじま

特殊車両の違法運行、車両の不正改造、並びに過積載による道路・橋梁の損傷や

事故を未然に防止することを目的に、長岡国道事務所・長岡自動車検査登録事務所

小出警察署による合同取締りを実施しました。
こいで

お問い合せ先 ：

【特殊車両の通行許可に関すること】

国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所

管理第一課長 平塚 洋一郎 [直 通]０２５８－３６－４５５２（内線４３１）

【不正改造・整備不良車両の検査に関すること】

国土交通省 北陸信越運輸局 新潟運輸支局 長岡自動車検査登録事務所

首席運輸企画専門官 山倉 澄雄 [直 通]０２５８－２１－１０２７

【過積載に関すること】

新潟県 小出警察署

交通課長 星野 将太 [代 表]０２５－７９３－０１１０

ひらつか よういちろう

やまくら すみお
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【取締り実施状況】

特殊車両を通行させる場合は、「特殊車両通行確認制度」又は従来の「特殊車両通行許可制度」をご利用ください

車両の寸法を計測しています。 保安基準に適合しているか確認しています。

不正改造車の排除、車輪脱落防止にご協力ください


